
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 地域強靭化計画とは 

  平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靭化基本法（以下「基本法」という。）」が公布・施行され、翌

年 6 月に国土強靭化に関する国の他の計画等の指針となる「国土強靭化基本計画

（以下「基本計画」という。）が策定されました。 

 東郷町地域強靭化計画（以下「本計画」という。）は、現在進めている防災・減

災対策の取組を念頭に置いた上で、大規模自然災害等が起きても機能不全に陥ら

ず、いつまでも元気であり続ける「強靭な地域」を作り上げるために、国全体の

国土強靭化政策や愛知県の地域強靭化計画との調和を図りながら、国や県内市町

村、民間事業者などの関係者相互の連携のもと、総合的、計画的に推進するため

の指針として策定するものです。 

2 計画の位置付け 

〇 本計画は、基本法第 13 条に基づく

国土強靭化地域計画として策定し、基

本計画との調和を保ちつつ、愛知県地

域強靭化計画との調和及び連携・役割

分担を図ります。 
 
〇 「東郷町総合計画」及び「東郷町都

市計画マスタープラン」との整合・調

和を図るとともに、国土強靭化の観点

から「東郷町地域防災計画」、「東郷町

業務継続計画（BCP）」など、本町にお

ける様々な分野の計画等の指針となる

性格を有するものです。 

 

１ 計画の策定趣旨 



 ◎ 基本目標 

基本計画及び愛知県地域強靭化計画に掲げられた基本目標を踏まえ、次の

４つを基本目標としました。 

Ⅰ 町民の生命を最大限に守る。 

Ⅱ 地域及び社会の重要な機能を維持する。 

Ⅲ 町民の財産及び公共施設、産業・経済活動に係る被害をできる 

限り軽減する。 

Ⅳ 迅速な復旧復興を可能とする。 

◎ 留意事項 

基本計画で示されている「基本的な方針」を踏まえ、以下の事項に留意 

しながら取り組みます。 

➢ 本町の強靭化を損なう原因として何が存在しているのかをあらゆる側面か

ら検証し、取組を推進 

➢ 短期的な視点によらず、時間管理概念を持ちつつ、長期的な視野を持って

計画的に取組を推進 

➢ ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進 

➢ 非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効活用さ

れる対策となるように工夫 

➢ 地域における強靭化を推進する担い手が適切に活動できる環境の整備 

➢ 女性、高齢者、子ども、障がいのある方、外国人等への配慮 

◎ 想定するリスク 

地震   風水害（豪雨、暴風、竜巻）  土砂災害  異常渇水 

本町に被害が生じる、以下の災害を想定し、これによる甚大な被害を防ぐた

めに、本町の強靭化を推進します。 

◎ 強靭化施策の基本的な考え方 

〇 想定するリスクと地域特性を踏まえ、本町を強靭化するために必要な事項を

明らかにするため、８の「事前に備えるべき目標」を設定し、各目標を達成す

るために検討すべき課題として、３７の「起きてはならない最悪の事態」（リス

クシナリオ）を設定しました。 

〇 これをもとに、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価を行い、その結果に

基づき、強靭化施策の推進方針、リスクシナリオごとの達成度・進捗の把握の

ための重要業績指標（KPI）を定めました。 

脆弱性評価 

個別具体的施策 

◎ 計画の見直しについて 

〇 本計画については、施策の進捗状況や社会経済情勢の変化等を考慮し、概ね 

５年毎に本計画全体を見直すこととします。また、地域活性化、地域創生との 

連携など、国や県の強靭化施策等の動向を踏まえるとともに、社会情勢の変化 

により新たに実施すべき事業が出てきた場合なども、推進すべき施策を中心に 

適宜、本計画を見直すこととします。 

〇 さらに、見直しに当たっては、関係する他の計画等における見直しの状況等 

を考慮するとともに、見直し後の本計画を他の計画等に適切に反映させるなど、 

本計画と関係する他の計画との整合を図ります。 

強靭化施策の推進方針、重要業績指標（KPI） 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ）【３７】 

想定するリスク 

リスクシナリオ 施策分野 

事前に備えるべき目標【８】 

地域特性 


